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       未来を語り 未来を創り 未来に残す。  

                                   
                                        
  

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、 
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）  

参議院選挙の前に消費税を廃止して売上税導入を 財政安定化、素晴らしい日本が開かれます。 

 

 
 

 

参議院選挙は６月２８日から７月２７日まで

の間に行われると思います。今、野党は消費税

について米や食料品等は０％、１年間時限的に

０％や税率を５％等にするなど発言していま

すが、石破首相は現状維持を主張しています。

国民は物価高で、生きるための食料等に８％の消費税支払いは大き

な負担となっていますので、野党が消費税０％や軽減等を言えば、

選挙では自民党は負けると予想されます。そこで西田は以下のよう

に考えています。是非読んだ上で投票に行って下さいね。 
 

《消費税を廃止して売上税を導入してこそ、安定的な財政運営が可

能となります。》 

(１)消費税は人を雇用すればするほど、消費税負担が増える。だか

ら経済は発展しない。 

①そのため、人材派遣業等が増加して正社員と非正社員とになり、

人材格差を産むこととなる。労働組合はこのことを主張すべき

である。 

②経済を発展させるのは「人財」である。これを有効に活用する

ことで、経済発展するのである。このことを忘れているため、

平成に入り消費税が導入されても経済は

発展せず、失われた３０年間と言われる

に至っている。 

(２)消費税は弱者(幼児、高齢者、生活困窮者

等)からも税金を取るものであるため、人

間の生命を奪っている。 

幼児は牛乳やおしめ代にも税金を取ら

れ、高齢者は年金生活であっても食料や

水道光熱費などは生きるために必要であるため、それが侵され

ることは、基本的人権の侵害であり、憲法違反である。 

(３)消費税は実務家から見ても複雑で、課税

関係が手続届出等の失念により課税される

という、本来の租税法の趣旨を逸脱している

と思われる。例えば、簡易課税事業者が、設

備投資をした場合、本則課税の手続きをして

いなかったため(２年前にすることとされて

いる）、本来納付しなくてもよい、むしろ還付

になるはずであるのに、簡易課税で課税されるというというこ

とは、支払わなくてもよい税金を支払わなければならないとい

う税金の本質からも離れているので、課税庁(税務署)との争い

となっている消費税の問題が多い。 

(４)消費税を支払うのは個人法人等であるが、税金として消費税を

納めるのは納税義務者であり、一体化していない。 

例えば、法人税は「益金－損金＝所得に対して課税」、所得税

は「総収入金額－必要経費＝所得に対して課税」と一体化され

ている。消費税は、消費する一般人(法人)⇒消費税負担者⇒国

家に税金を支払うのは納税義務者、というように一体化されて

いない 

(５)消費税を支払っていないのは、①大手銀行等(利息は非課税)、

②生命・損害保険会社(保険料は非課税）、③輸出企業(国外に

輸出される際には輸出に係る消費税が還付される）、これらが

売上税ならば、課税対象になる。 

《消費税を廃止して売上税を導入すれば、税

収入は税率３％でも５１兆円確保可能。》 

〈売上税の利点〉 

(１)一般消費者は支払う必要がない⇒事業者

が支払う 

(２)一般消費者は支払う必要がなくなる⇒生

活に余裕ができ消費が伸びて経済が発展

する 

(３)中曽根政権のときは、売上が１億円以下の人には課税しないと

いうことになっていたが、売上高については５，０００万円ま

たは３，０００万円以下の売上高等を検討すべきである 

(４)課税関係がスッキリしており、売上高さえ決めればいいので、

法人税、所得税と同じで計算も簡単にしやすい 

(５)売上税は、非課税売上、金利、保険料、輸出等の関係がなく、

売上高に課税すればよいので、分かりやすいと同時に、課税関

係が単調で理解しやすい 

(６)安定的な税収入になり、国家の財政運営に大きく寄与する。税

率３％で５１兆円の税収入が見込める 

同封チラシをご覧くださいまして、沢山の方

がご参加くださいますようにお願いします。

国を守るためには、まず食糧自給率を１０

０％以上にする国策が

必要です。自民党は農民

の票はもらいながら、農民のために何をやっ

てくれますか。農民の方もよく考えて投票し

てくださいね。人間は食べ物が１番大事です。 

 

 

 

 

＜ 議 題 ＞ 

『食料・農業・農村基本計画について』 
   (九州農政局講演)   

日 時 令和７年６月２７日(金)１５時３０分～１６時５０分 
 

場 所 くまもと県民交流館パレア９階 会議室２ 
 

会 費 無料 
 

申し込み等、担当者にチラシ等を渡していますので田植え等で多忙で

しょうがよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年中にふるさと納税をされた方は、寄付金控除を受けて住民

税が安くなっているかご確認をお願いします。 

１．確認方法 

住民税の決定通知書又は納税通知書 

《特別徴収の場合》 

お手元に「住民税決定通知書」が届いてい

ると思いますので、確認されてください。 

左下にある「摘要」欄に「寄附金税額控除

額：〇〇円」と記載があれば控除が受けら

れている状態となります。 

《普通徴収の場合》 

熊本市の場合、毎年６月初めに納税通知書が発送されてきま

す。そちらに記載がございますのでご確認ください。 

※自治体により郵送時期が異なりますのでご注意ください。 

２．ふるさと納税をしたのにこの記載がない場合 

正しく寄付金控除ができていない可能性がありま

す。もし、寄附金控除が受けられていなくても、

５年以内であれば更正の請求を行って、寄附金控

除を受けることができます。詳しい手続きについ

ては、担当者へご相談下さい。 

 

未来税務会計ニュース 

参議院選挙  消費税を廃止して売上税を 

ふ る さ と 納 税 の 確 認 方 法 

○ 改正基本法下、初めての食料・農業・農村基本計画が４月に閣議決

定されたところ。 

○ 改正基本法に掲げられた理念の実現に向け、初動５年間(農業構造

転換集中対策機関)で農業の構造転換を集中的に推し進めるための

基本計画について、全般的にポイントを説明いただきます。 

６月２１日 お米が食べられなくなる日 上映会＆トーク 

６ 月 ２ ７ 日 ( 金 )  九 州 農 業 経 営 研 究 会 主 催 

是 非 ご 参 加 く だ さ い  お 願 い し ま す 
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令和７年度税制改正により、所得税の基礎控除等の見直し、特定親

族特別控除の創設が行われました。これらの改正は令和７年分以後

の所得税について適用されます。このため、令和７年分の年末調整

など、令和７年１２月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。 

《注意》令和７年１１月までの源泉徴収事務には変更は生じません。

１．基礎控除の見直し 

合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。 

２．給与所得控除の見直し 

①５５万円の最低保障額が６５万円に引き上げられました。 

②給与所得控除の改正に伴い、令和７年分以後の「年末調整等の

ための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和８年分以

後の「源泉徴収税額表」が改正されました。 

３．特定親族の特別控除の創設 

居住者が特定親族を有する場合には、その居住

者の総所得金額等から、その特定親族１人につ

き、その特定親族の合計所得金額に応じて次の

金額を控除する特定親族特別控除が創設され

ました。 

なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする

人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を

提出する必要があります。 

《特定扶養控除と何が違うのか？？》 

特定扶養控除は年齢の他に子どもの年収が１０３万

円以下(※)であることが要件でした。ただし、子ど

もの年収が１５０万円以上になった途端、扶養控除

が０円になるのを避けるため、新たに特定親族特別

控除が創設されました。年収１２３万円(合計所得金額５８万円)を

超えると、段階的に控除額が減っていく仕組みです。 

※今回の改正で年収１５０万円以下に引き上げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様に毎月郵送又はメールをしています「未来税務会計ニュース」

についてＬＩＮＥ配信を始めることとなりました。 

《ＬＩＮＥ配信手続》 

①右記のＱＲコードを読み取り 

②お友達登録 ※公式アカウントに表示されます 

③登録後は必ず「会社名・屋号」「氏名」を 

トークルームにお送りください。 

※詳しくは別紙をご参照下さいませ。  

令和７・８年分 令和９年分以後

１３２万円以下

(200万3,999円以下)

１３２万円超 ３３６万円以下

(200万3,999円超 475万1,999円以下)

３３６万円超 ４８９万円以下

(475万1,999円超 665万5,556円以下)

４８９万円超 ６５５万円以下

(665万5,556円超 850万円以下)

６５５万円超 ２，３５０万円以下

(850万円超 2,545万円以下)

※１　(　)は収入が給与だけの場合の収入金額

※２　合計所得金額２，３５０万円超の場合の基礎控除額は改正なし

５８万円

合計所得金額

５８万円

６３万円

６８万円

８８万円

９５万円

改正後

※　給与の収入金額１９０万円超の場合の給与所得控除額は改正なし

給与の収入金額

１６２万５，０００円以下

６５万円１６２万５，０００円超 １８０万円以下

１８０万円超 １９０万円以下

特定親族特別控除額

５８万円超 ８５万円以下 (123万円超150万円以下) ６３万円

８５万円超 ９０万円以下 (150万円超155万円以下) ６１万円

９０万円超 ９５万円以下 (155万円超160万円以下) ５１万円

９５万円超 １００万円以下 (160万円超165万円以下) ４１万円

１００万円超 １０５万円以下 (165万円超170万円以下) ３１万円

１０５万円超 １１０万円以下 (170万円超175万円以下) ２１万円

１１０万円超 １１５万円以下 (175万円超180万円以下) １１万円

１１５万円超 １２０万円以下 (180万円超185万円以下) ６万円

１２０万円超 １２３万円以下 (185万円超188万円以下) ３万円

特定親族の合計所得金額

【特定親族】 

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢１９歳以上２３歳

未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受け

る人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が５８

万円超１２３万円以下(注)の人をいいます。 

《注意！！》 

収入が給与だけの場合は、その年中の収入金額が１２３万円超１８８万円

以下であれば、合計所得金額が５８万円超１２３万円以下となります。  

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 配 信  を 始 め ま す 

所 得 税 の 基 礎 控 除 の 見 直 し 

mailto:電子ニュース希望の方はk-chomatsuken@miraizeimu.com
mailto:電子ニュース希望の方はk-chomatsuken@miraizeimu.com

